
A. パートナー金融機関

省エネ支援機関との連携内容（事例）
⚫ 金融機関と省エネ支援機関との連携で、取引先である中小企業の課題を解決し、その後のフォローも
実施。

⚫ 金融機関と省エネ支援機関との密な情報共有により、専門的支援につなげるスキームを構築。

取組事例

省エネ支援機関と
の連携内容

長野信用金庫
• 省エネの取組支援や補助金申請支援に関する連携に加えて、長野信用金庫が主催す

るビジネスマッチングイベントに省エネ機関2機関に出展いただく。イベント実施後
には興味をもったところを省エネ支援機関をつなぐようなアクションを実施する。

柏崎信用金庫
• 顧客の持つ課題に対して、具体的解決策の実施を含めた伴走支援が必要。当庫の伴

走支援の特徴としては、可視化伴走支援ができる外部機関と委託契約を締結。｢当
庫｣が取引先の課題発見→｢両者｣が解決策の検討・提案→（設備導入等の場合は）
｢当庫｣が設備導入支援→｢両者｣でその後の観察・改善支援を実施している。

山口フィナンシャルグループ（山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行）
• 省エネ・脱炭素支援の知見・ノウハウは関連会社であるパートナー省エネ支援機関

に集約。金融機関が得た情報を逐次共有し、専門的支援に繋げるスキームを構築。



中小企業に対する
働きかけ

⚫ 様々な工夫をして顧客の省エネ意識の意識醸成、省エネニーズの掘り起こしが行われている。

肥後銀行
• 省エネ診断を受診した顧客に対しては当行のビジネスマッチング先やパートナー省エネ機

関への省エネ設備導入の紹介およびサステナブルファイナンスを含めた融資相談への対応
を行う。

北日本銀行
• 本部が日次で営業店の活動状況をチェックし、逐次営業店行員のサポートを実施。特に、

省エネ支援のニーズがある顧客に対して、営業店行員がすべきネクストステップやソ
リューションの共有を実施し、行員が案件のゴールまでの道筋を把握できるようにする。

• 当行のエリアには大企業のサプライチェーンに属している中小企業は少なく、外部からの
省エネの働きかけがあまりないため、まずは省エネの意識を醸成することに注力している。

松本信用金庫
• 顧客の課題に対し具体的な解決策とアクションをあらかじめ決めたはたらきかけを行う。

例 水道光熱費が高い顧客→省エネ診断の提案。メリットやの説明や補助金の申請支援の案内

• 省エネ診断等の中小企業へのはたらきかけの実施が、人事評価に反映される。
きのくに信用金庫
• 決算書や業種等から省エネ効果が大きいと予想される事業者を選定し、営業店へ共有。選

定した企業には本部も同行の上、省エネの働きかけを行う。
兵庫県信用組合
• 今年度はサプライチェーンでCO２排出削減要請を受けている顧客に初回の省エネ提案を行

う際、本部担当者が同行することを計画。これまでの取り組みでは、決算書で光熱費が高
い中小企業へ声がけを行い、自組合の専任のビジネスサポーターを派遣し、経営相談の解
決策の一環として省エネ診断などのサービスを提案している。

北都銀行
• 各企業のCO2排出量・省エネ診断結果・削減に向けたロードマップの情報を整理した脱炭

素カルテを策定し、それらを元に支店担当者と本部の専任担当者が帯同訪問。脱炭素カル
テを元に顧客と対話し、簡易に診断ができるよう中小企業向けに提供

取組事例

A. パートナー金融機関
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B. パートナー省エネ機関

人材確保の取組（事例）
⚫ 専門家のネットワークの活用による人材確保の工夫が見られる。

⚫ 専門家の中でもこれまで着目していなかった建築士に働きかけるなど、対象とする枠を拡大している。

人材の確保

公益社団法人大阪技術振興協会
• 専門家を増やすことに注力し、特に熱・電気の両方を担当できる専門家の増員を計

画。日本技術士会に所属する外部専門家が多いことから、こうした専門家のネット
ワークを活用して協会員への勧誘活動を実施する予定。

特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉
• 複数のチャネルから専門人材（今年度は中小企業診断士）の発掘を計画。具体的に

は、中小企業診断協会の省エネ研究会参加者にアプローチし、有資格者または省エ
ネに意欲ある者、またその者からの紹介等を通した専門家登録の依頼を実施予定。

特定非営利活動法人循環型社会創造ネットワーク
• 県や市町村と連携し、企業、自治体内のエネルギー管理士や電気主任技術者、今ま

で、省エネ診断にあまり関心を示さなかった建築士に働きかける。
• 建築士を外部専門家として参画してもらうために、地元の建設会社と連携し、派遣

の調整を行う。

取組事例



B. パートナー省エネ機関

人材育成の取組（事例）
⚫ 育成支援にあたり、資格手当を付けるなど育成される側へのインセンティブを付与するケースもみら
れる。

⚫ 養成講座の実施により専門家登録者の掘り起こしを図る。

人材の育成

取組事例

豊国エコソリューションズ
• エネルギー管理士の資格取得を促すため、資格取得者には特別支給が給与に反映さ

れるような取り組みをしている。
一般社団法人ふくいエネルギーマネジメント協会
• 業務の一連の流れを習得するために、省エネお助け隊の準専門家として登録、省エ

ネ診断への同行や省エネ関連のセミナーへの出席により、事業者の課題の掘起しか
ら設備更新・運用改善の提案までを体験。知意の習得のために、専門家の省エネ診
断報告書作成支援にも携わる。

一般社団法人エネルギーマネジメント協会
• 令和7年度も「省エネ診断員育成講座」を実施し、受講者で専門家登録できる方の掘

り起こしと、診断経験の浅い方には他の専門家の診断に同行し経験できる場を設け
る。
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